
　

町
で
は
、
近
い
将
来
発
生
が
予

測
さ
れ
て
い
る
東
海
地
震
な
ど
の

大
規
模
な
地
震
に
備
え
、
木
造
住

宅
の
簡
易
耐
震
診
断
を
行
っ
て
お

り
、
平
成
22
年
度
も
引
き
続
き
実

施
し
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
事
業
実
施
に

先
立
ち
各
世
帯
の
簡
易
耐
震
診
断

の
意
向
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

耐
震
診
断
費
用
は
、
町
負
担
で

無
料
と
な
り
ま
す
。
希
望
さ
れ
る

方
は
、
直
接
建
設
課
都
市
計
画
係

へ
２
月
26
日（
金
）ま
で
に
申
し
込

み
下
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

建
設
課
都
市
計
画
係（
内
線
38
）

あ
な
た
の
家
は
地
震
が
き
て
も
大
丈
夫
？

「
木
造
住
宅
」簡
易
耐
震
診
断
意
向
調
査

１月の主な納税（税金などは納期限までに納めましょう）
納 期 限

２
１
月

　

町
で
は
、
町
内
に
事
業
所
を
持

ち
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
事
業

者
へ
、
商
工
振
興
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。
補
助
金
の
概
要
は
次
の

と
お
り
で
す
。

中
小
企
業
事
業
者
の
定
義

　

町
内
に
事
業
所
を
有
し
、
中
小

企
業
基
本
法
第
２
条
に
該
当
す
る

方（
工
場
に
あ
っ
て
は
、
常
時
雇

用
の
従
業
員
数
が
１
０
０
名
以
下

で
あ
る
こ
と
が
条
件
）

申
請
条
件

　

平
成
20
年
１
月
１
日
か
ら
12
月

31
日
ま
で
に
、
別
表
に
該
当
す
る

新
設
ま
た
は
増
設
工
事
を
完
了
し

た
工
場
・
店
舗
で
あ
る
こ
と

補
助
内
容

　

納
め
た
固
定
資
産
税
に
応
じ
て
、

別
表
の
と
お
り
３
年
間
に
渡
り
補

助
金
が
交
付
さ
れ
ま
す

申
請
期
限

　

１
月
29
日（
金
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
経
済
課
商
工
観
光
係

 

（
内
線
31
番
）

中
小
企
業
事
業
者
の
皆
さ
ま
へ

商
工
振
興
補
助
金
が
受
け
ら
れ
ま
す

簡
易
診
断
の
対
象

○
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
建
築
工
事
に
着
手
し
た
住
宅

○
一
戸
建
て
住
宅（
店
舗
な
ど
の
併
用
住
宅
を
含
む
）

○
在
来
工
法
の
木
造
住
宅（
ツ
ー
バ
イ
フ
ォ
ー
工
法
や
非
木
造
の

住
宅
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
）

○
収
入
が
一
定
額
以
下
の
世
帯

①
簡
易
診
断
の
実
施

　

診
断
費
用
無
料（
町
の
補
助
）

②
精
密
診
断

①
の
診
断
結
果
に
よ
り
、
精

密
診
断
が
必
要
と
さ
れ
る
場

合
で
、
耐
震
補
強
工
事
を
希

望
す
る
場
合

診
断
費
用
無
料（
町
の
補
助
）

③
耐
震
補
強
工
事

　
（
補
助
制
度
あ
り
）

簡
易
診
断
か
ら

耐
震
補
強
工
事
ま
で

⬅ ⬅

※１件の申請に対する年度の補助金の上限は100万円です。
※購入による敷地の拡張は、増設に該当します。

交付の条件
　①　1,000万円以上の費用（取得価格）で、工場・店舗を新設したとき。
　②　　500万円以上の費用（取得価格）で、工場・店舗を増設したとき。

交付対象 交付率
新たに固定資産税が課せられた年 21年度に納めた固定資産税額の全額
上記の翌年（２年目） 翌年度に納めた固定資産税額の７割
上記の翌年（３年目） 翌年度に納めた固定資産税額の５割

町営住宅使用料（１月分）国民健康保険税（８期分）

後期高齢者医療保険料（７期分） 上水道使用料（１月分）
（大口12月使用分）

下水道使用料（１月分）
（大口12月使用分）

介護保険料（７期分）

保育料（１月分）

みよた広報 やまゆりみよた広報 やまゆり11月号 月号 （（1010））　　



（広告欄）

　

町
職
員
を

募
集
し
ま
す

【
採
用
予
定
職
種
・
人
員
】

　

一
般
事
務
職（
中
級
）１
名

【
受
験
資
格
】

　

昭
和
54
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
人
で
、
短
期
大
学
以
上
を

を
卒
業
、
ま
た
は
平
成
22
年
３
月

に
卒
業
見
込
み
の
者
で
、
次
の
要

件
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
。

①
社
会
教
育
主
事
資
格
を
有
す
る

者
、
も
し
く
は
社
会
教
育
主
事

任
用
資
格
を
有
す
る
者
。

②
教
育
職
員
普
通
免
許（
教
科
不

問
）を
取
得
す
る
た
め
に
必
要

な
課
程
を
修
了
し
、
か
つ
社
会

学
、
心
理
学
お
よ
び
生
涯
学
習

に
関
す
る
科
目
を
修
得
し
た
者
。

③
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
で
企
画
・
運

営
に
２
年
以
上
従
事
し
た
者
。

　

※
と
も
に
日
本
国
籍
を
有
さ
な

い
人
、
地
方
公
務
員
法
第
16

条
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に

該
当
す
る
人
は
、
受
験
で
き

ま
せ
ん
。

【
受
付
期
間
】

　

１
月
20
日（
水
）午
後
５
時

【
申
込
書
類
】

•
受
験
申
込
書（
町
指
定
）

•
健
康
診
断
書（
町
指
定
）

　
（
受
験
申
込
書
・
健
康
診
断
書
は
、

総
務
課
窓
口
で
の
交
付
。
返
信

募
集
し
ま
す

御
代
田
町
の
特
産
品

　

町
は「
御
代
田
町
特
産
品
認
定

事
業
」を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
特
産
品
の
認
定

を
行
い
、
そ
の
広
報
と
販
売
に
助

力
を
し
、
町
の
産
業
振
興
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

　

認
定
さ
れ
た
品
物
に
は「
御
代

田
町
特
産
品
認
定
第
○
○
号
」の

表
示
が
で
き
ま
す
。

認
定
基
準

御
代
田
町
の
イ
メ
ー
ジ
に
ふ
さ

わ
し
く
、
品
質
に
優
れ
、
食
品

衛
生
法
お
よ
び
関
係
法
令
に
違

反
し
て
い
な
い
物
品

申
込
締
切　

１
月
29
日（
金
）

認
定
有
効
期
間

認
定
の
日
か
ら
３
年
間
。
平
成

18
年
度
に
認
定
を
受
け
た
も
の

は
、
更
新
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

審
査
手
数
料

（
新
規
）
１
品 

１
、０
０
０
円

（
更
新
）
１
品 

５
０
０
円

※
認
定
申
請
書
は
、
産
業
経
済
課

商
工
観
光
係
に
用
意
し
て
い
ま

す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

産
業
経
済
課
商
工
観
光
係

 

（
内
線
31
・
62
番
）

用
封
筒
で
の
郵
送
。
ま
た
は
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
）

•
写
真（
３
ヵ
月
以
内
に
撮
影
し

た
も
の
を
申
込
書
に
貼
付
）

•
卒
業
証
明
書
、
ま
た
は
卒
業
見

込
証
明
書（
短
期
・
大
学
の
も
の
）

•
成
績
証
明
書（
短
期
・
大
学
の
も
の
）

•
受
験
資
格
③
該
当
者
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
な
ど
の
代
表
者
の
証
明
書

【
申
込
方
法
】

持
参
に
よ
る
申
し
込
み

　

受
付
期
間
内
の
土
・
日
及
び
国

民
の
祝
日
を
除
く
、
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
ま
で
の
間
に
、

総
務
課
庶
務
係
へ
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

郵
送
に
よ
る
申
し
込
み

　

必
要
書
類
を
必
ず
封
筒
に
入
れ
、

配
達
記
録
郵
便
な
ど
の
確
実
な

方
法
に
よ
り
総
務
課
庶
務
係
ま

で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
１
月

20
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の

に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。
た
だ

し
、
国
外
か
ら
の
郵
送
は
、
１

月
20
日
ま
で
に
到
着
し
た
も
の

に
限
り
ま
す
。

【
試
験
日
お
よ
び
場
所
】

•
１
月
下
旬（
平
日
）予
定　

　
（
申
込
者
に
別
途
通
知
）

•
町
役
場
大
会
議
室
ほ
か

【
採
用
予
定
】

　

平
成
22
年
４
月
１
日

【
給
与
等
】

　

御
代
田
町
職
員
給
与
条
例
等
の

定
め
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

※
こ
の
試
験
の
実
施
に
際
し
て
収

集
す
る
個
人
情
報
は
、
こ
の
試

験
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
の

み
利
用
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
郵
送
宛
先
】

　

〒
３
８
９
－

０
２
９
２

　

役
場
専
用
郵
便
番
号
の
た
め
住

　

所
の
記
入
は
不
要

　

総
務
課
庶
務
係（
内
線
29
）

担
当　

小
平

―ごぞんじですか？検察審査会――ごぞんじですか？検察審査会―
　交通事故、詐欺などの犯罪の被害にあったが、検察官
がその事件を起訴してくれないのはどうも納得できない。
このような不満をお持ちの方は検察審査会にお気軽にご
相談ください。費用は無料で、秘密は固く守られます。

問い合わせ先　上田検察審査会事務局
　　　　　　　　　　（長野地方裁判所上田支部内）

　　　　 0268(22)0003

（（1111）） みよた広報 やまゆり みよた広報 やまゆり11月号月号


